
船舶事故調査報告書 

令和３年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１１月８日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市伯方
は か た

港南東方沖 

 伯方港一文字防波堤北灯台から真方位１１７°３００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１２.３′ 東経１３３°０８.０′） 

事故の概要  漁船脩
しゅう

弥
や

丸は、北進中、また、プレジャーボート海
な

凪
ぎ

丸は、船首

を北北西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年１１月１９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 脩弥丸、２.３トン 

   ＨＳ３－５０５１０（漁船登録番号）、個人所有 

第２７３－１１８７０号（船舶検査済票番号） 

Ｂ プレジャーボート 海凪丸、０.６トン 

   ＨＳ３－５０８３４（漁船登録番号）、個人所有 

第２７０－１５０３５号（船舶検査済票番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約１.２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長Ａが後部甲板左舷側で、遠

隔操縦装置を使用して立って操船に当たり、約３ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で潮上りを繰り返しながら北進中、操舵室

の後方ドアの不具合を調整していたところ、船首方至近にＢ船を認

め、主機を後進運転としたが、Ａ船の船首部がＢ船の左舷船尾部に衝

突した。 

 船長Ａは、航行中にドアの不具合の調整を行わず、操船に集中して

前路の見張りを行っていれば良かったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人１人を乗せ、船首を北北西

方に向け、船長Ｂが、後部甲板左舷側で、同乗者が前部甲板左舷側で

それぞれ腰を掛けて釣りを行いながら漂泊中、左舷船尾方にＡ船を認

め、Ａ船に向かって大声で合図を行ったが、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 船長Ｂは、本事故時、釣りに集中していたが、もう少しこまめに周



囲の様子を確認していれば良かったと本事故後に思った。 

 本事故発生海域付近には、本事故当時、多数の釣り船が潮上りを繰

り返しながら釣りを行っていた。 

分析 Ａ船は、北進中、船長Ａが、後部甲板において操舵室のドアの不具

合を調整しながら潮上りを行っていたことから、前路で漂泊中のＢ船

に接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船に衝突したものと考えら

れる。 

Ｂ船は、船首を北北西方に向けて釣りを行いながら漂泊中、船長Ｂ

が、釣りに集中しながら漂泊を続けたことから、左舷船尾方から接近

するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が船首を北北西方に向けて漂泊中、

船長Ａが、後部甲板において操舵室のドアの不具合を調整しながら潮

上りを行い、また、船長Ｂが、釣りに集中しながら漂泊を続けたた

め、互いに接近する状況に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、周囲に多数の釣り船が存在し、潮上りを繰り返す場合、

操船に意識を集中し、前路の見張りを適切に行うこと。 

・船長は、漂泊する場合、釣りに意識を向け過ぎず、こまめに周囲

の様子を確認するなど適切な見張りを行うこと。 

・船長は、有効な音響による信号を行うことができる手段を講じて

おくとともに衝突の危険を感じた際、注意喚起を行うこと。 

 


